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　前略　令和６年度が始まりましたが、小林町自治会会員の皆様方に於かれましては、

引き続き自治会運営へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

　さて、すてにご承知おきの事とは存じますが、皆様方から自治会への連絡や要望などがございましたら、

下記の要領にてご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 草々

１．連絡してください

①　道路や水路などが損傷したときや発見したとき

②　防犯外灯の故障や球切れを発見したとき

　➡電柱番号などを教えてください（例：〇〇ナ〇〇〇・〇〇さん宅の〇〇など）

③　会員様がご逝去されたとき ※家族葬でも連絡をください

　➡ご逝去された会員様の氏名・通夜および告別式の時間・会場

④　その他、行政当局への各種要望事項

２．各種要望の提出について

①　カーブミラーの設置

②　道路や水路（側溝）の修繕

③　防犯外灯の新設

④　ごみ置場の修繕や増設

⑤　その他

以　上

自治会会員の皆様から自治会への各種連絡・報告について

記

基本的には、所属する組長を通じて、文書にて提出をお願いいたします

緊急の場合は、自治会長に直接連絡をしてください

要望者➡組長➡単位自治会長➡常任委員会（自治会長）

組長・単位自治会長は、組長の手引きP４２をご確認ください

回 覧 


